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３週間後の月曜日は卒業式ですが、先週末に佐野市教育委員会から、今年度

の卒業式における新型コロナウイルス感染症対策について通知がありました。 

そこで、本校の卒業式の対応についてお知らせします。 

◇少々難しい話ですが・・・ 

国の新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コロナウイルス感染

症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」が決定され、 

・オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情

が生じない限り、５月８日から「新型インフルエンザ等感染症」に該当しない

ものとし、５類感染症に位置付ける 

・マスクについては、屋内では基本的にマスクの着用を推奨するとしている現

在の取扱いを改め、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主

体的な選択を尊重し、（マスクの）着用は個人の判断に委ねることを基本として

検討する 

・マスクの取扱いの検討に関しては感染状況等も踏まえて行い、今後早期に見

直し時期も含めその結果を示す 

・その際、子どもに関して発育・発達の妨げにならないよう配慮が必要であると

の指摘があることに留意する 

等のことが示されました。 

整理すると、５月８日以降は、季節性インフルエンザと同等の扱いとなり、現

在のような制限がなくなるということです。そしてマスクについては、着用は

個人の判断に委ねることを基本に、５月８日を待たずに見直しをするというこ

とです。（学校におけるマスク着用の考え方の見直しは４月１日から適用、ただ

し卒業式は３月 13 日から適用） 

◇卒業式におけるマスクの取扱いは？ 

上記の決定を受け、文部科学省から卒業式におけるマスクの取扱いに関する

基本的な考え方が示され、これを受け、佐野市教育委員会からも同様の考え方

が示されました。 

【基本的な考え方】 

〇児童生徒及び教職員については、式典全体（入退場、式辞・祝辞等、卒業証書

授与、送辞・答辞の場面など）を通じてマスクを外すことを基本とする。 

〇来賓や保護者等はマスクを着用するとともに、座席間に触れ合わない程度の

距離を確保した上で、参加人数の制限は不要とする。 

 



◇田沼東中学校の卒業式における対応 

本校の対応は、佐野市教育委員会から示された基本的な考え方を踏まえ、以

下のとおりとします。 

１ 式中の各場面でのマスクの扱い 

 卒業生 ２年生※1 1 年生※2 教職員 来賓 保護者 

卒業生入場 不要 着用 着用 不要 着用 着用 

修礼・国歌斉唱 着用 着用 着用 着用 着用 着用 

卒業証書授与 不要 着用 着用 不要※3 着用 着用 

校長式辞 不要 着用 着用 不要 着用 着用 

卒業記念品授与 不要 着用 着用 不要 着用※4 着用 

教育委員会告示 不要 着用 着用 不要 着用※5 着用 

来賓祝辞 不要 着用 着用 不要 着用※5 着用 

校歌斉唱 着用 着用 着用 着用 着用 着用 

在校生送辞 不要 着用※6 着用 不要 着用 着用 

卒業生答辞 不要 着用 着用 不要※3 着用 着用 

式歌合唱 着用 着用 着用 着用 着用 着用 

卒業生退場 不要 着用 着用 着用 着用 着用 

※1：２年生は会場(体育館)で式に参加しますが、座席配置の関係から保護者と同じ対応 

※2：１年生はオンラインで教室から参加のため、通常授業と同じ対応 

※3：壇上は着用  ※4：壇上も着用 ※5：壇上は不要 ※6：代表生徒は不要 

２ 保護者の参加人数について 

「参加人数の制限は不要」とする条件を満たすには、座席間に触れ合わない

程度の距離を確保することが必要であることから、既にご案内のとおり、保護

者の参加は１名とさせていただきます。 

３ その他の留意事項 

(1) 咳エチケット、手の消毒など、出席される保護者の皆様にも必要な感染対策

をお願いします。また、式中はマスクの着用を常時お願いします。 

(2) 発熱に限らず、咽頭痛や咳等、普段と異なる症状のある場合については、卒

業式への参加を控えるようお願いします。 

(3) 学校や教職員がマスクの着脱を強いることはありません。また、生徒の間で

もマスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう適切に指導を行います。 

(4) 感染状況によっては、臨機応変に対応を変更する場合があります。 

４ 卒業式以外のマスクの扱い 

学校におけるマスク着用の考え方の見直しについては、令和５年４月 1 日か

ら適用となります。 

そのため、卒業式以外の教育活動は年度末（３月 31 日）までマスク着用を基

本とします。 


